
JP 6706432 B2 2020.6.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両前後方向に沿って配置されるルーフサイドインナーパネルと、
　該ルーフサイドインナーパネルに対して車両幅方向の外側にて車両前後方向に沿って配
置されるルーフサイドアウターパネルと
　を備え、
　前記ルーフサイドインナーパネル及び前記ルーフサイドアウターパネルがそれらの間に
閉断面を形成した状態で対向しており、
　前記閉断面の車両上下方向の下側領域に、前記ルーフサイドインナーパネル及び前記ル
ーフサイドアウターパネルによってＶ字形状に形成される角部が設けられている、車両の
ルーフサイドメンバにおいて、
　前記角部の内側空間内に配置されるブレース部材をさらに備え、
　前記ルーフサイドインナーパネルが、前記角部から前記閉断面の車両上下方向の上側領
域まで延びるルーフサイドインナー本体部を有し、
　前記ルーフサイドアウターパネルが、前記角部から前記閉断面の車両上下方向の中間領
域まで延びるルーフサイドアウター本体下部を有し、
　前記ブレース部材が、多角形の環形状に形成された帯状材料を用いて構成されており、
　前記ブレース部材が、前記ルーフサイドインナー本体部に沿って延びる第１のブレース
縁部と、前記ルーフサイドアウター本体下部に沿って延びる第２のブレース縁部とを少な
くとも有しており、
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　前記第１及び第２のブレース縁部が、それぞれ、前記ルーフサイドインナー本体部及び
前記ルーフサイドアウター本体下部に接合されている、車両のルーフサイドメンバ。
【請求項２】
　前記閉断面の延びる方向に沿って見た場合に、前記第１のブレース縁部の長さが前記ル
ーフサイドインナー本体部の長さに対して１／２以上かつ２／３以下となっており、かつ
前記第２のブレース縁部の長さが、前記ルーフサイドアウター本体下部の長さに対して１
／２以上かつ２／３以下となっている、請求項１に記載の車両のルーフサイドメンバ。
【請求項３】
　車体の車両幅方向の側面にて車両上下方向に沿ってピラーが配置され、
　前記ピラーの車両上下方向の上端部に、前記ルーフサイドメンバに取り付けられるピラ
ー取付部が設けられ、
　２つの前記ブレース部材が、それぞれ、前記ピラー取付部における車両前後方向の両端
区域に対応して配置されている、請求項１又は２に記載の車両のルーフサイドメンバ。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、閉断面を形成した状態で互いに対向するように車両前後方向に沿って配置さ
れるルーフサイドインナーパネル及びルーフサイドアウターパネルを備えている車両のル
ーフサイドメンバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両の骨格等を構成する車体フレームには、車両幅方向左右一対のルーフサ
イドメンバが設けられており、一対のルーフサイドメンバは、それぞれ、車室に対して車
両上方に位置するルーフの車両幅方向の両端部にて車両前後方向に沿って配置されている
。さらに、車体フレームの車両幅方向の側面には、多くの場合、車両上下方向に沿ってピ
ラーが設けられており、ピラーの車両上下方向の上端部はルーフサイドメンバに取り付け
られている。このようなルーフサイドメンバ及びピラーは、車体フレームの側面に設けら
れる開口の縁部を構成している。かかる開口は車体フレームの側面の広い範囲を占めるの
で、開口の縁部の剛性は車体のねじり剛性は寄与する。そのため、車体のねじり剛性を向
上させるためには、ルーフサイドメンバ及びピラーの取付部の剛性を向上させることが重
要であり、ルーフサイドメンバ及びピラーの取付部の剛性を向上させるための様々なルー
フサイドメンバが提案されている。
【０００３】
　かかるルーフサイドメンバの一例としては、車両前後方向に延びるルーフレールインナ
と、該ルーフレールインナに対して車両幅方向の外側にて車両前後方向に延びるルーフレ
ールアウタレインとを備え、これらルーフレールインナ及びルーフレールアウタレインが
それらの間で閉断面を形成するように対向し、ルーフレールの車両前後方向の中間部にセ
ンターピラーの上端部が取り付けられている、ルーフレールであって、閉断面の周縁全体
に当接するように環形状に形成された節部材が閉断面内に配置され、かかる節部材がルー
フレールインナ及びルーフレールアウタレインに接合されている、ルーフレールが挙げら
れる。（例えば、特許文献１を参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１２５０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したルーフサイドメンバの一例においては、ルーフレールの閉断面
内の節部材が、その外周全体を閉断面の周縁全体に当接させるように形成されている。こ
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の場合、節部材によってルーフレールの剛性を確保するためには、節部材が、十分な厚さ
、十分な車両前後方向の長さ等を有する必要がある。そのため、車体のねじり剛性を向上
させるようとすると、節部材の重量が増加することとなる。そこで、車両の重量増加を抑
制し、かつ車体のねじり剛性を効率的に向上させることが望まれる。
【０００６】
　本発明は、上記実情を鑑みて成されたものであり、本発明の目的は、車両の重量増加を
抑制でき、かつ車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる車両のルーフサイド
メンバを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　課題を解決するために、本発明の一態様に係る車両のルーフサイドメンバによれば、車
両前後方向に沿って配置されるルーフサイドインナーパネルと、該ルーフサイドインナー
パネルに対して車両幅方向の外側にて車両前後方向に沿って配置されるルーフサイドアウ
ターパネルとを備え、前記ルーフサイドインナーパネル及び前記ルーフサイドアウターパ
ネルがそれらの間に閉断面を形成した状態で対向しており、前記閉断面の車両上下方向の
下側領域に、前記ルーフサイドインナーパネル及び前記ルーフサイドアウターパネルによ
ってＶ字形状に形成される角部が設けられている、車両のルーフサイドメンバにおいて、
前記角部の内側空間内に配置されるブレース部材をさらに備え、前記ルーフサイドインナ
ーパネルが、前記角部から前記閉断面の車両上下方向の上側領域まで延びるルーフサイド
インナー本体部を有し、前記ルーフサイドアウターパネルが、前記角部から前記閉断面の
車両上下方向の中間領域まで延びるルーフサイドアウター本体下部を有し、前記ブレース
部材が、多角形の環形状に形成された帯状材料を用いて構成されており、前記ブレース部
材が、前記ルーフサイドインナー本体部に沿って延びる第１のブレース縁部と、前記ルー
フサイドアウター本体下部に沿って延びる第２のブレース縁部とを少なくとも有しており
、前記第１及び第２のブレース縁部が、それぞれ、前記ルーフサイドインナー本体部及び
前記ルーフサイドアウター本体下部に接合されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様に係る車両のルーフサイドメンバによれば、車両重量の増加を抑制でき
、かつ車体のねじり剛性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る車両のルーフサイドメンバを含む車体フレームを概
略的に示す斜視図である。
【図２】図１のＡ部を、ルーフサイドインナーパネルを省略した状態で概略的に示す斜視
図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る車両のルーフサイドメンバを図２のＢ－Ｂ線に沿っ
て切断した断面を概略的に示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る車両のルーフサイドメンバを図２のＢ－Ｂ線に相当
する線に沿って切断した断面を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の第１及び第２実施形態に係る車両のルーフサイドメンバについて、それを含ん
だ車体フレームを用いて以下に説明する。なお、以下の説明では、車体フレームにおける
車両幅方向左右一対のルーフサイドのそれぞれに、各実施形態に係るルーフサイドメンバ
が設けられている。しかしながら、本発明はこれに限定されず、車体フレームにおける一
対のルーフサイドに、それぞれ、各実施形態に係るルーフサイドメンバと、それ以外のル
ーフサイドメンバとが設けられていてもよい。また、図１～図４においては、車両前方を
矢印Ｆによって示し、かつ車両上方を矢印Ｕによって示す。
【００１２】
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　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態に係る車両のルーフサイドメンバを設けた車体フレームについて
説明する。
【００１３】
　［車体フレームの概略］
　最初に、図１に示した車体フレーム１の概略について説明する。図１に示すように、車
体フレーム１は、その車両幅方向の各側面１ｂにて車両上下方向に沿って配置されるピラ
ー２を備えている。すなわち、車体フレーム１は一対のピラー２を備えている。車体フレ
ーム１は、車両幅方向左右一対のルーフサイドメンバ３をさらに備えている。車室Ｒに対
して車両上方には車体フレーム１のルーフ面１ａが位置しており、一対のルーフサイドメ
ンバ３は、それぞれ、かかるルーフ面１ａの車両幅方向の両端部にて車両前後方向に沿っ
て配置されている。また、車体フレーム１の各側面１ｂには、車両外部と車室Ｒとを連通
する２つの開口１ｃが形成されている。ルーフサイドメンバ３の車両上下方向の下端縁部
は、各開口１ｃの縁部１ｄを構成している。
【００１４】
　［ピラーの詳細］
　ピラー２の詳細について説明する。図１に示すように、ピラー２は、車体フレーム１の
側面１ｂにて車両上下方向に沿って配置されるピラー本体部２ａを有している。ピラー本
体部２ａは２つの開口１ｃ間に位置しており、ピラー本体部２ａは、各開口１ｃの縁部１
ｄを構成している。さらに、ピラー２は、ピラー本体部２ａの車両上下方向の上端に位置
し、かつルーフサイドメンバ３に取り付けられるピラー取付部２ｂを有している。すなわ
ち、ピラー取付部２ｂは、ピラー２の車両上下方向の上端部に設けられている。
【００１５】
　かかるピラー２は、さらに次のように構成されると好ましい。すなわち、図２に示すよ
うに、ピラー２は、その構成要素であるピラーボディパネル４及びピラーインナーパネル
５を含んでいる。ピラーインナーパネル５は、ピラーボディパネル４に対して車両幅方向
の中央側に位置している。
【００１６】
　ピラーボディパネル４は、ピラー本体部２ａの構成要素であるピラーボディ本体部４ａ
と、ピラー取付部２ｂの構成要素であるピラーボディ取付部（図２にて破線により示す）
４ｂとを有している。ピラーボディ取付部４ｂは、ピラーボディ本体部４ａから車両前方
及び車両後方のそれぞれに突出するように形成されている。一例として、ピラーボディ取
付部４ｂの車両前後方向の長さは、ピラーボディ本体部４ａの車両前後方向の幅に対して
約１倍より大きく、かつ約３倍以下であると好ましい。詳細は後述するが、ピラーボディ
取付部４ｂはルーフサイドメンバ３に接合されており、さらに、ピラーボディ取付部４ｂ
はルーフサイドメンバ３の一部を構成している。
【００１７】
　また、ピラーインナーパネル５は、ピラー本体部２ａの構成要素であるピラーインナー
本体部５ａと、ピラー取付部２ｂの構成要素であるピラーインナー取付部５ｂとを有して
いる。ピラーインナー取付部５ｂは、ピラーインナー本体部５ａから車両前方及び後方の
それぞれに突出するように形成されている。一例として、ピラーインナー取付部５ｂの車
両前後方向の長さは、ピラーインナー本体部５ａの車両前後方向の幅に対して約１倍より
大きく、かつ約３倍以下であると好ましい。また、一例として、ピラーインナー本体部５
ａから車両前後方向に突出するピラーインナー取付部５ｂの突出長さは、ピラーボディ本
体部４ａから車両前後方向に突出するピラーボディ取付部４ｂの突出長さよりも短くなっ
ていると好ましい。特に図示はしないが、ピラーインナー取付部５ｂもまたルーフサイド
メンバ３に接合されている。
【００１８】
　［ルーフサイドメンバの概略］
　ルーフサイドメンバ３の概略について説明する。図２及び図３に示すように、ルーフサ
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イドメンバ３は、上述したピラーボディ取付部４ｂに加えて、車両前後方向に沿って配置
されるルーフサイドインナーパネル６と、ルーフサイドインナーパネル６に対して車両幅
方向の外側にて車両前後方向に沿って配置されるルーフサイドアウターパネル７とをさら
に含んでいる。
【００１９】
　図３に示すように、このようなルーフサイドメンバ３において、ピラーボディ取付部４
ｂは、ルーフサイドアウターパネル７に対して車両幅方向の外側に配置されている。さら
に、ピラーボディ取付部４ｂは、ルーフサイドアウターパネル７に対して車両上下方向に
オーバーラップし、かつルーフサイドアウターパネル７の車両上下方向の下端から車両下
方に延びている。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ピラーボディ取付部が、ル
ーフサイドインナーパネルに対して車両幅方向の中央側に配置されてもよい。
【００２０】
　また、ルーフサイドメンバ３において、ルーフサイドインナーパネル６及びルーフサイ
ドアウターパネル７は、それらの間に閉断面Ｓを形成した状態で対向している。閉断面Ｓ
は、ルーフサイドメンバ３の長手方向に沿って延びることとなる。
【００２１】
　ルーフサイドメンバ３は、ピラーボディ取付部４ｂ及びルーフサイドアウターパネル７
に対して車両幅方向の外側に位置するルーフサイドボディパネル８をさらに含んでいる。
しかしながら、本発明はこれに限定されず、ルーフサイドボディパネルは、ピラーボディ
取付部に対して車両幅方向の中央側に配置されてもよい。
【００２２】
　ルーフサイドメンバ３は、閉断面Ｓ内に配置される少なくとも１つのブレース部材９を
さらに含んでいる。なお、ルーフサイドメンバ３は、特に、２つのブレース部材９を含む
と好ましい。
【００２３】
　［閉断面の詳細］
　閉断面Ｓの詳細について説明する。図３に示すように、閉断面Ｓは略台形形状に形成さ
れている。しかしながら、本発明はこれに限定されず、閉断面は略台形形状以外の略多角
形形状に形成されてもよい。かかる閉断面Ｓは、略Ｖ字形状に形成される第１～第３の角
部ｃ１～ｃ３を少なくとも有する。
【００２４】
　第１の角部ｃ１は、閉断面Ｓの車両上下方向の下側領域ｓ１に位置している。かかる第
１の角部ｃ１の先端は車両下方を向いている。第２の角部ｃ２は、閉断面Ｓの車両上下方
向の上側領域ｓ２における車両幅方向の中央側端部に位置している。かかる第２の角部ｃ
２の先端は車両幅方向の中央側を向いている。第３の角部ｃ３は、第１の角部ｃ１に対し
て上方に位置しており、具体的には、第３の角部ｃ３は、閉断面Ｓの車両上下方向の中間
領域ｓ３における車両幅方向の外側端部に位置している。かかる第３の角部ｃ３の先端は
車両幅方向の外側を向いている。
【００２５】
　このような閉断面Ｓにおいて、特に、第２の角部ｃ２の角度は第１及び第３の角部ｃ１
，ｃ３の角度よりも大きくなっていると好ましい。さらには、第１及び第３の角部ｃ１，
ｃ３の角度が鋭角になっており、かつ第２の角部ｃ２の角度が鈍角となっているとより好
ましい。
【００２６】
　［ルーフサイドインナーパネル、ルーフサイドアウターパネル、及びピラーボディ取付
部の詳細］
　ルーフサイドインナーパネル６、ルーフサイドアウターパネル７、及びピラーボディ取
付部４ｂの詳細について説明する。図３に示すように、ルーフサイドインナーパネル６は
、第１の角部ｃ１から閉断面Ｓの上側領域ｓ２まで延びるルーフサイドインナー本体部６
ａを有している。特に、ルーフサイドインナー本体部６ａは、第１の角部ｃ１から第２の
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角部ｃ２まで延びると好ましい。さらに、ルーフサイドインナーパネル６は、ルーフサイ
ドインナー本体部６ａの車両上下方向の下端から車両下方に突出するルーフサイドインナ
ーフランジ部６ｂを有している。
【００２７】
　ルーフサイドアウターパネル７は、第１の角部ｃ１から閉断面Ｓの中間領域ｓ３まで延
びるルーフサイドアウター本体下部７ａを有している。かかるルーフサイドアウター本体
下部７ａは、第１の角部ｃ１から第３の角部ｃ３まで延びると好ましい。ルーフサイドア
ウターパネル７はまた、ルーフサイドアウター本体下部７ａの車両上下方向の上端から閉
断面Ｓの中間領域ｓ３まで延びるルーフサイドアウター本体上部７ｂを有している。ルー
フサイドアウター本体上部７ｂは、ルーフサイドアウター本体下部７ａの上端から第２の
角部ｃ２まで延びると好ましく、かつルーフサイドインナー本体部６ａ及びルーフサイド
アウター本体上部７ｂが第２の角部ｃ２を形成すると好ましい。ルーフサイドアウターパ
ネル７は、ルーフサイドアウター本体上部７ｂの車両上下方向の上端から車両幅方向の中
央に向かって突出するルーフサイドアウターフランジ部７ｄをさらに有すると好ましい。
ルーフサイドアウター本体下部及び上部７ａ，７ｂの接続部７ｃは、車両幅方向の外側を
向いて突出するように略Ｖ字形状に屈曲していると好ましく、かかる接続部７ｃによって
、第３の角部ｃ３が形成されると好ましい。
【００２８】
　このようなルーフサイドインナーパネル６及びルーフサイドアウターパネル７について
、ルーフサイドインナー本体部６ａ及びルーフサイドアウター本体下部７ａは、閉断面Ｓ
の下側領域ｓ１にてピラーボディ取付部４ｂを介して連結された状態で、第１の角部ｃ１
を形成している。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ルーフサイドインナー本体
部及びルーフサイドアウター本体下部が閉断面の下側領域にて直接連結された状態で第１
の角部を形成してもよい。
【００２９】
　さらに、ピラーボディ取付部４ｂの車両上下方向の上端区域は、ルーフサイドアウター
パネル７の少なくとも一部と重なって配置されている。特に、ピラーボディ取付部４ｂの
上端区域は、車両上下方向の位置関係について、閉断面Ｓの中間領域ｓ３に対応している
と好ましい。ピラーボディ取付部４ｂの車両上下方向の下端区域は、ルーフサイドインナ
ーパネル６に対して車両幅方向の外側にて、ルーフサイドインナーフランジ部６ｂに沿っ
て形成されており、かつルーフサイドインナーフランジ部６ｂと重なっている。
【００３０】
　［ルーフサイドボディパネルの詳細］
　ルーフサイドボディパネル８の詳細について説明する。図３に示すように、ルーフサイ
ドボディパネル８は、ピラーボディ取付部４ｂ及びルーフサイドアウターパネル７に対し
て間隔を空けて配置されるボディパネル本体部８ａを有している。さらに、ルーフサイド
ボディパネル８は、ルーフサイドボディ本体部８ａの車両上下方向の下端からピラーボデ
ィ取付部４ｂの下端区域に沿って突出するルーフサイドボディ下側フランジ部８ｂと、ル
ーフサイドボディ本体部８ａの車両上下方向の上端からルーフサイドアウターフランジ部
７ｄに沿って突出するルーフサイドボディ上側フランジ部８ｃとを有すると好ましい。ル
ーフサイドボディ下側フランジ部８ｂはピラーボディ取付部４ｂの下端区域と重なると好
ましく、かつルーフサイドボディ上側フランジ部８ｃはルーフサイドアウターフランジ部
７ｄと重なると好ましい。
【００３１】
　［ブレース部材の詳細］
　ブレース部材９の詳細について説明する。図３に示すように、ブレース部材９は、第１
の角部ｃ１の内側空間内に配置されている。ブレース部材９は、略三角形の横断面を有す
る環形状に形成された板金材料等の帯状材料を用いて構成されている。しかしながら、本
発明はこれに限定されず、ブレース部材が、略三角形以外の略多角形の横断面を有する環
形状に形成された帯状材料を用いて構成されてもよい。ブレース部材９の車両前後方向の
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最大長さは適宜設定可能であるが、特に、かかる最大長さはブレース部材９の車両幅方向
の最大長さよりも短くなっていると好ましい。
【００３２】
　ブレース部材９は、ルーフサイドインナー本体部６ａに沿って延びる第１のブレース縁
部９ａと、ルーフサイドアウター本体下部７ａに沿って延びる第２のブレース縁部９ｂと
を少なくとも有している。第１のブレース縁部９ａはルーフサイドインナー本体部６ａと
重なっており、かつ第２のブレース縁部９ｂはルーフサイドアウター本体下部７ａと重な
っている。第１及び第２のブレース縁部９ａ，９ｂはブレース９の周方向にて接続されて
いる。
【００３３】
　このようなブレース部材９において、閉断面Ｓの延びる方向に沿って見た場合に、第１
のブレース縁部９ａの長さＸ１はルーフサイドインナー本体部６ａの長さＹ１に対して約
１／２以上かつ約２／３以下であると好ましい。さらに、閉断面Ｓの延びる方向に沿って
見た場合に、第２のブレース縁部９ｂの長さＸ２は、ルーフサイドアウター本体下部７ａ
の長さＹ２に対して約１／２以上かつ約２／３以下であると好ましい。第１及び第２のブ
レース縁部９ａ，９ｂの接続部９ｃは、車両下方を向いて突出するように略Ｖ字形状に屈
曲していると好ましい。
【００３４】
　ルーフサイドメンバ３が複数のブレース部材９を含む場合には、これらのうち２つのブ
レース部材９が、それぞれ、ピラー２におけるピラー取付部２ｂの車両前後方向の前端区
域及び後端区域に対応して配置されると好ましい。具体的には、図２に示すように、２つ
のブレース部材９が、それぞれ、ピラーボディパネル４におけるピラーボディ取付部４ｂ
の車両前後方向の前端区域４ｂ１及び後端区域４ｂ２に対応して配置されると好ましい。
また、２つのブレース部材９が、それぞれ、ピラーインナーパネル５におけるピラーイン
ナー取付部５ｂの車両前後方向の前端５ｂ１及び後端５ｂ２に対応して配置されると好ま
しい。この場合、ブレース部材９の車両前後方向の最大長さは、ブレース部材９が、ピラ
ー本体部２の車両前後方向の前端区域とピラー取付部２ｂの車両前後方向の前端区域との
間における範囲内、又はピラー本体部２の車両前後方向の後端区域とピラー取付部２ｂの
車両前後方向の後端区域との間における範囲内に配置されるように定められるとより好ま
しい。
【００３５】
　［ルーフサイドメンバの構成要素間の接合構造］
　ルーフサイドメンバ３の構成要素間の接合構造について説明する。図３に示すように、
ピラーボディパネル４のピラーボディ取付部４ｂの下端区域４ｂ３とルーフサイドインナ
ーパネル６のルーフサイドインナーフランジ部６ｂとは、重なった状態で接合されている
。さらに、ピラーボディ取付部４ｂとルーフサイドボディパネル８のルーフサイドボディ
下側フランジ部８ｂとは、重なった状態で互いに接合されている。特に、ピラーボディ取
付部４ｂとルーフサイドインナーフランジ部６ｂとルーフサイドボディ下側フランジ部８
ｂとが、互いに重なった状態で、スポット溶接等の溶接により形成された少なくとも１つ
の溶接部ｗ１を用いて３枚接合されると好ましい。
【００３６】
　ピラーボディ取付部４ｂの上端区域４ｂ４とルーフサイドアウターパネル７のルーフサ
イドアウター本体下部７ａとは、重なった状態で接合されている。特に、ピラーボディ取
付部４ｂの上端区域４ｂ４とルーフサイドアウター本体下部７ａとが、スポット溶接等の
溶接により形成された少なくとも１つの溶接部ｗ２を用いて接合されると好ましい。さら
に、ルーフサイドアウターパネル７のルーフサイドアウターフランジ部７ｄとルーフサイ
ドボディパネル８のルーフサイドボディ上側フランジ部８ｃとは、重なった状態で接合さ
れている。特に、ルーフサイドアウターフランジ部７ｄとルーフサイドボディ上側フラン
ジ部８ｃとが、スポット溶接等の溶接により形成された少なくとも１つの溶接部ｗ３を用
いて接合されると好ましい。
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【００３７】
　ルーフサイドインナーパネル６のルーフサイドインナー本体部６ａとブレース部材９の
第１のブレース縁部９ａとは、重なった状態で接合されている。特に、ルーフサイドイン
ナー本体部６ａと第１のブレース縁部９ａとが、スポット溶接等の溶接により形成された
複数の溶接部ｗ４を用いて接合されると好ましい。さらに、ルーフサイドアウターパネル
７のルーフサイドアウター本体下部７ａとブレース部材９の第２のブレース縁部９ｂとが
重なった状態で接合されている。特に、ルーフサイドアウター本体下部７ａと第２のブレ
ース縁部９ｂとが、スポット溶接等の溶接により形成された複数の溶接部ｗ５を用いて接
合されると好ましい。
【００３８】
　しかしながら、本発明はこれに限定されず、上述のように、ルーフサイドインナー本体
部及びルーフサイドアウター本体下部が閉断面の下側領域にて直接連結された状態で第１
の角部を形成する場合には、ピラーボディ取付部は、ルーフサイドインナーパネル、ルー
フサイドアウターパネル、及びルーフサイドボディパネルの少なくとも１つに接合されて
いればよい。
【００３９】
　［作用及び効果］
　以上、本実施形態に係るルーフサイドメンバ３によれば、ブレース部材９が、閉断面Ｓ
の下側領域ｓ１における第１の角部ｃ１の内側空間内に配置され、さらに、ブレース部材
９が、ルーフサイドインナーパネル６及びルーフサイドアウターパネル７に接合されるの
で、ブレース部材９によってルーフサイドメンバ３を効率的に補強できる。特に、車体フ
レーム１の側面１ｂに位置する開口１ｃの縁部１ｄの剛性は車体のねじり剛性に寄与し、
かつ第１の角部ｃ１は閉断面Ｓの中でこのような開口１ｃの縁部１ｄに最も近接する部分
であるので、このような第１の角部ｃ１の内側空間内に位置するブレース部材９によって
、車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。これに加えて、ブレース部材９
は、第１の角部ｃ１の内側空間のように限られた範囲内に配置されているので、ブレース
部材９の横断面を減少させることができ、その結果、ブレース部材９の重量増加を抑制す
ることができる。よって、車両の重量増加を抑制することができる。すなわち、本実施形
態に係るルーフサイドメンバ３によれば、車両の重量増加を抑制でき、かつ車体のねじり
剛性を効率的に向上させることができる。
【００４０】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ３によれば、ブレース部材９が、多角形の環形状
に形成された帯状材料を用いて形作られており、かかるブレース部材９の第１のブレース
縁部９ａがルーフサイドインナーパネル６中のインナーパネル本体部６ａに接合され、か
つ第２のブレース縁部９ｂがルーフサイドアウターパネル７中のルーフサイドアウター本
体下部７ａに接合されている。そのため、ブレース部材９の断面積を効率的に減少させる
ことができ、その結果、ブレース部材９の重量を効率的に抑制することができる。よって
、車両の重量増加を効率的に抑制することができる。
【００４１】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ３によれば、閉断面Ｓの延びる方向に沿って見た
場合に、インナーパネル本体部６ａに接合される第１のブレース縁部９ａの長さＸ１をイ
ンナーパネル本体部６ａの長さＹ１に対して約１／２以上とし、かつルーフサイドアウタ
ー本体下部７ａに接合される第２のブレース縁部９ｂの長さＸ２をルーフサイドアウター
本体下部７ａの長さＹ２に対して約１／２以上とする範囲では、閉断面Ｓの下側領域ｓ１
における第１の角部ｃ１周辺を確実に補強することできる。その一方で、閉断面Ｓの延び
る方向に沿って見た場合に、インナーパネル本体部６ａに接合される第１のブレース縁部
９ａの長さＸ１をインナーパネル本体部６ａの長さＹ１に対して約２／３以下とし、かつ
ルーフサイドアウター本体下部７ａに接合される第２のブレース縁部９ｂの長さＸ２をル
ーフサイドアウター本体下部７ａの長さＹ２に対して約２／３以下とする範囲では、ブレ
ース部材９の重量増加を抑制することができる。よって、このような範囲を設定した場合
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には、ブレース部材９の重量増加を抑制でき、かつ閉断面Ｓの下側領域ｓ１における第１
の角部ｃ１周辺を効率的に補強できて、その結果、車両の重量増加を抑制でき、かつ車体
のねじり剛性を効率的に向上させることができる。
【００４２】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ３によれば、２つのブレース部材９が、それぞれ
、ピラー取付部２ｂの前端区域及び後端区域に対応して配置されている場合には、ルーフ
サイドインナーパネル６及びルーフサイドアウターパネル７が変形した際に、その変形に
よって生じる応力を、２つのブレース部材９を介して効率的にピラー２に分散させること
ができる。よって、車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。
【００４３】
　［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態に係る車両のルーフサイドメンバを設けた車体フレームについて
説明する。
【００４４】
　本実施形態においては、ピラーボディパネル４及びピラーインナーパネル５を含むピラ
ー２と、ルーフサイドインナーパネル６と、ルーフサイドアウターパネル７と、ルーフサ
イドボディパネル８とは、第１実施形態と同様となっている。しかしながら、図４に示す
ように、本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０は、第１実施形態のブレース部材９の
代わりに図４に示した発泡充填部材１１を用いる。
【００４５】
　［発泡充填部材の詳細］
　発泡充填部材１１の詳細について説明する。図４に示すように、ルーフサイドメンバ１
０が、少なくとも１つの発泡充填部材１１を含んでいる。特に図示はしないが、ルーフサ
イドメンバ１０は、特に、２つの発泡充填部材１１を含むと好ましい。
【００４６】
　再び図４に示すように、発泡充填部材１１は、閉断面Ｓ内にて少なくとも第１の角部ｃ
１における内側空間に充填された発泡充填剤を用いて構成されている。特に、発泡充填部
材１１は、第１の角部ｃ１における内側空間内に充填された発泡充填剤を用いて構成され
るとよく、この場合、発泡充填部材１１は、第１の角部ｃ１の内側空間内に配置されるこ
ととなる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、発泡充填部材が、ルーフサイドメ
ンバの閉断面全体に充填された発泡充填剤から構成されてもよい。
【００４７】
　発泡充填剤は高い剛性を有するとよい。また、発泡充填剤は、発泡ゴム、発泡プラスチ
ックであるとよく、特に、発泡充填剤は、硬質ポリウレタンフォーム等のポリウレタンフ
ォーム、ポリスチレンフォーム、ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム、ＥＶ
Ａ架橋発泡体、ＰＥＴ樹脂発泡体、フェノールフォーム、シリコーンフォーム、ポリ塩化
ビニルフォーム、ユリアフォーム、アクリルフォーム、ポリイミドフォーム、ＥＰＤＭフ
ォーム等であると好ましい。
【００４８】
　発泡充填部材１１は、略三角形の横断面を有するように形成されている。しかしながら
、本発明はこれに限定されず、発泡充填部材が、略三角形以外の略多角形の横断面を有す
るように形成されてもよい。発泡充填部材１１の車両前後方向の最大長さは適宜設定可能
であるが、特に、かかる最大長さは発泡充填部材１１の車両幅方向の最大長さよりも短く
なっていると好ましい。
【００４９】
　発泡充填部材１１は、ルーフサイドインナー本体部６ａに沿って形成される第１の発泡
充填縁部１１ａと、ルーフサイドアウター本体下部７ａに沿って形成される第２の発泡充
填縁部１１ｂとを少なくとも有している。第１の発泡充填縁部１１ａはルーフサイドイン
ナー本体部６ａと重なっており、かつ第２の発泡充填縁部１１ｂはルーフサイドアウター
本体下部７ａと重なっている。第１及び第２の発泡充填縁部１１ａ，１１ｂは発泡充填部



(10) JP 6706432 B2 2020.6.10

10

20

30

40

50

材１１の周方向にて接続されている。
【００５０】
　このような発泡充填部材１１において、閉断面Ｓの延びる方向に沿って見た場合に、第
１の発泡充填縁部１１ａの長さＸ３はルーフサイドインナー本体部６ａの長さＹ１に対し
て約１／２以上かつ約２／３以下であると好ましい。さらに、閉断面Ｓの延びる方向に沿
って見た場合に、第２の発泡充填縁部１１ｂの長さＸ４は、ルーフサイドアウター本体下
部７ａの長さＹ２に対して約１／２以上かつ約２／３以下であると好ましい。第１及び第
２の発泡充填縁部１１ａ，１１ｂの接続部１１ｃは、車両下方を向いて突出するように湾
曲していると好ましい。
【００５１】
　特に図示はしないが、ルーフサイドメンバ１０が複数の発泡充填部材１１を含む場合に
は、これらのうち２つの発泡充填部材１１が、それぞれ、ピラー２におけるピラー取付部
２ｂの車両前後方向の前端区域及び後端区域に対応して配置されると好ましい。具体的に
は、２つの発泡充填部材１１が、それぞれ、ピラーボディパネル４におけるピラーボディ
取付部４ｂの車両前後方向の前端区域４ｂ１及び後端区域４ｂ２に対応して配置されると
好ましい。また、２つの発泡充填部材１１が、それぞれ、ピラーインナーパネル５におけ
るピラーインナー取付部５ｂの車両前後方向の前端５ｂ１及び後端５ｂ２に対応して配置
されると好ましい。この場合、発泡充填部材１１の車両前後方向の最大長さは、発泡充填
部材１１が、ピラー本体部２の車両前後方向の前端区域とピラー取付部２ｂの車両前後方
向の前端区域との間における範囲内、又はピラー本体部２の車両前後方向の後端区域とピ
ラー取付部２ｂの車両前後方向の後端区域との間における範囲内に配置されるように定め
られるとより好ましい。
【００５２】
　［ルーフサイドメンバの発泡充填部材の接合構造］
　ルーフサイドメンバ１０の発泡充填部材１１の接合構造について説明する。ルーフサイ
ドインナーパネル６のルーフサイドインナー本体部６ａと発泡充填部材１１の第１の発泡
充填縁部１１ａとは、重なった状態で、発泡充填部材１１の接着性によって、又は接着剤
によって接合されている。さらに、ルーフサイドアウターパネル７のルーフサイドアウタ
ー本体下部７ａと発泡充填部材１１の第２の発泡充填縁部１１ｂとが、重なった状態で、
発泡充填部材１１の接着性によって、又は接着剤によって接合されている。
【００５３】
　［作用及び効果］
　以上、本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、発泡充填部材１１が、閉断
面Ｓ内にて少なくとも下側領域ｓ１における第１の角部ｃ１の内側空間に配置され、さら
に、発泡充填部材１１が、ルーフサイドインナーパネル６及びルーフサイドアウターパネ
ル７に接合されるので、発泡充填部材１１によってルーフサイドメンバ１０を効率的に補
強できる。特に、車体フレーム１の側面１ｂに位置する開口１ｃの縁部１ｄの剛性は車体
のねじり剛性に寄与し、かつ第１の角部ｃ１は閉断面Ｓの中でこのような開口１ｃの縁部
１ｄに最も近接する部分であるので、少なくとも第１の角部ｃ１の内側空間内に位置する
発泡充填部材１１によって、車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。これ
に加えて、発泡充填部材１１は軽量であるので、車両の重量増加を抑制することができる
。すなわち、本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、車両の重量増加を抑制
でき、かつ車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。
【００５４】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、発泡充填部材１１が第１の角部ｃ
１の内側空間内に配置され、かかる発泡充填部材１１の第１の発泡充填縁部１１ａがルー
フサイドインナーパネル６中のインナーパネル本体部６ａに接合され、かつ第２の発泡充
填縁部１１ｂがルーフサイドアウターパネル７中のルーフサイドアウター本体下部７ａに
接合されている。そのため、発泡充填部材１１の断面積を効率的に減少させることができ
、その結果、発泡充填部材１１の重量を効率的に抑制することができる。よって、車両の
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重量増加を効率的に抑制することができる。
【００５５】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、閉断面Ｓの延びる方向に沿って見
た場合に、インナーパネル本体部６ａに接合される第１の発泡充填縁部１１ａの長さＸ３
をインナーパネル本体部６ａの長さＹ１に対して約１／２以上とし、かつルーフサイドア
ウター本体下部７ａに接合される第２の発泡充填縁部１１ｂの長さＸ４をルーフサイドア
ウター本体下部７ａの長さＹ２に対して約１／２以上とする範囲では、閉断面Ｓの下側領
域ｓ１における第１の角部ｃ１周辺を確実に補強することできる。その一方で、閉断面Ｓ
の延びる方向に沿って見た場合に、インナーパネル本体部６ａに接合される第１の発泡充
填縁部１１ａの長さＸ３をインナーパネル本体部６ａの長さＹ１に対して約２／３以下と
し、かつルーフサイドアウター本体下部７ａに接合される第２の発泡充填縁部１１ｂの長
さＸ４をルーフサイドアウター本体下部７ａの長さＹ２に対して約２／３以下とする範囲
では、発泡充填部材１１の重量増加を抑制することができる。よって、このような範囲を
設定した場合には、発泡充填部材１１の重量増加を抑制でき、かつ閉断面Ｓの下側領域ｓ
１における第１の角部ｃ１周辺を効率的に補強できて、その結果、車両の重量増加を抑制
でき、かつ車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。
【００５６】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、２つの発泡充填部材１１が、それ
ぞれ、ピラー取付部２ｂの前端区域及び後端区域に対応して配置されている場合には、ル
ーフサイドインナーパネル６及びルーフサイドアウターパネル７が変形した際に、その変
形によって生じる応力を、２つの発泡充填部材１１を介して効率的にピラー２に分散させ
ることができる。よって、車体のねじり剛性を効率的に向上させることができる。
【００５７】
　本実施形態に係るルーフサイドメンバ１０によれば、発泡充填部材１１の車両前後方向
の最大長さが発泡充填部材１１の車両幅方向の最大長さよりも短くなっている場合には、
発泡充填部材１１の重量をさらに抑制できるので、車両の重量増加をさらに抑制すること
ができる。
【００５８】
　ここまで本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定される
ものではなく、本発明は、その技術的思想に基づいて変形及び変更可能である。
【符号の説明】
【００５９】
１　車体フレーム
１ｂ　側面
２　ピラー
２ｂ　ピラー取付部
３　ルーフサイドメンバ
６　ルーフサイドインナーパネル
６ａ　ルーフサイドインナー本体部
７　ルーフサイドアウターパネル
７ａ　ルーフサイドアウター本体下部
９　ブレース部材
９ａ　第１のブレース縁部
９ｂ　第２のブレース縁部
１０　ルーフサイドメンバ
１１　発泡充填部材
１１ａ　第１の発泡充填縁部
１１ｂ　第２の発泡充填縁部
Ｒ　車室
Ｓ　閉断面
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ｓ１　下側領域
ｓ２　上側領域
ｓ３　中間領域
ｃ１　第１の角部
ｃ２　第２の角部
ｃ３　第３の角部
ｗ１～ｗ５　溶接部
Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４，Ｙ１，Ｙ２　長さ
Ｆ，Ｕ　矢印

【図１】

【図２】

【図３】
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